
（参考１）費用負担の仕組

固定発生源 移動発生源
(ばい煙発生施設等設置者) （自動車）

工場・事業場からの ８ 対 ２ 自動車重量税収
汚染負荷量賦課金 の一部引当

年 度 年 度14 14
約 億円 約 億円557 139

公 害 健 康 被 害 補 償 予 防 協 会

納付金
旧指定地域の地方自治体

補償給付等 （ 年度約 億円）14 696
既 被 認 定 者

（参考２） 参照条文

注）上の条文中、黒塗りの３カ所の「 」を「平成十九年度」に、文字囲平成十四年度
の「東京都」を「神奈川県」に変更。

（参考３）これまでの経緯
第１次延長 昭和５２年度まで
第２次延長 昭和５４年度まで
第３次延長 昭和５７年度まで
第４次延長 昭和５９年度まで
第５次延長 昭和６２年度まで
第６次延長 平成 ４年度まで
第７次延長 平成 ９年度まで
第８次延長 平成１４年度まで
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第
四
十
九
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
う
ち
、
第
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
被
認
定
者

及
び
認
定
死
亡
者
に
関
す
る
補
償
給
付
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
全
部

並
び
に
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行
な
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に

要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
三
分
の
二
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
協
会
が
徴
収
す
る
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
の
ほ
か
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

徴
収
さ
れ
る
金
員
を
も
つ
て
充
て
、
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行

な
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
三
分
の
一
に
つ
い
て
は
、

第
五
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
府
の
補
助
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

２
（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
に
充
て
る
べ
き
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
及

び
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
金
員
の
配
分
比
率
は
、
第
五
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
そ
の
他
の
者
の
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に

影
響
を
与
え
る
大
気
の
汚
染
の
原
因
で
あ
る
物
質
の
排
出
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

て
、
政
令
で
定
め
る
。

（
事
務
所
）

第
七
十
条

協
会
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
。

２

(

略)

○
同
法
附
則
（
抄
）

（
昭
和
四
十
九
年
度
か
ら

ま
で
の
間
に
お
け
る
交
付
金
）

平
成
十
四
年
度

第
十
九
条
の
二

昭
和
四
十
九
年
度
か
ら

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
政
府
は
、
協

平
成
十
四
年
度

会
に
対
し
、
各
年
度
ご
と
に
、
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
関
す
る
第
四
十
七
条
第
一
号

に
掲
げ
る
費
用
及
び
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行
う
公
害
保
健
福

祉
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
協
会
の
納
付
金
の
う
ち
大
気
の
汚
染
の
原
因
で
あ
る

物
質
を
排
出
す
る
自
動
車
に
係
る
分
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

金
額
に
相
当
す
る
当
該
年
度
の
自
動
車
重
量
税
の
収
入
見
込
額
の
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
交

付
す
る
。

２

昭
和
四
十
九
年
度
か
ら

ま
で
の
間
に
お
け
る
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三

平
成
十
四
年
度

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
の
ほ
か
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
徴
収
さ
れ
る
金
員
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
自
動
車
重
量
税
の
年
度
ご
と
の
収
入
見
込
額
の

一
部
に
相
当
す
る
金
額
の
政
府
の
交
付
金
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
金
員
」
と
あ
る
の
は
「
政
府
の
交
付
金
」
と
す
る
。

○
同
法
施
行
令
附
則
（
抄
）

（
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
と
政
府
の
交
付
金
と
の
配
分
比
率
）

６

汚
染
負
荷
量
賦
課
金
と
法
附
則
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
法

第
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
府
の
交
付
金
と
の
配
分
比
率
は
、
八
対
二
と
す
る
。


